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◆ はじめに  

 当組合は、会員の相互扶助並びに福祉共済の目的で昭和 33 年に県歯代議員会

の 2 回にわたる審議の結果設立された職域国保組合であり、国民健康保険法の規

定により市町村にかわって国及び県の指導のもとに医療保険事業を運営するこ

とを認められた公法人です。  

当組合は「低い保険料で、よりよい給付内容」をモットーに今日まで運営して

まいりました。これからも、組合員と家族の皆様の健康保持のため、医療給付事

業や、保健事業の推進に努めてまいります。  

 

（国保組合の運営管理）  

 国保組合の事業運営のための機関として組合会、理事会、監事会（監事）があ

ります。  

 

◆ 組合会…  

県内の 16 の地域歯科医師会から選ばれた組合会議員により構成され、任

期は 2 年です。  

   組合会の議決事項は、法律で①規約の変更、②収入支出の予算、③決算、

④重要な財産の処分などと定められており、組合の最高の意思決定機関であ

ります。  

 

◆ 理事会…  

 理事は規約の定めるところにより、組合の業務を執行します。理事会は理

事 9 人により構成され、任期は 2 年で組合会において選出されます。  

   この理事の中から互選によって理事長、副理事長、常務理事 2 人が選ばれ

ております。  

   理事会は組合会に提案する議案の作成や組合会において決定した事項等

を執行する機関です。  

 

◆ 監事会（監事）…  

監事は 2 人で任期 2 年、組合会において選出されます。法律で組合の業

務の執行及び財産の状況を監査するよう定められております。そのため、業

務執行にかかる帳簿、書類及び財産の管理状況、会計経理関係諸帳簿等につ

いて精査を行います。  
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（１）被保険者資格の適用について  

 

 被保険者とは…  

75 歳未満の方で、神奈川県、千葉県、東京都（伊豆諸島・小笠原諸島を

除く）、山梨県、埼玉県、静岡県の区域に住所を有する者で、歯科医業又は

歯科業務に従事する公益社団法人神奈川県歯科医師会の会員である歯科医

師及び当該歯科医師が開設又は管理者となっている診療所に勤務する者及

び組合に勤務する者とその家族を被保険者として構成され、次の種別により

区分されています。  

・ 第 1 種組合員  

公益社団法人神奈川県歯科医師会の会員で診療所を開設又は管理する

歯科医師  

・ 第 2 種組合員  

第 1 種組合員が開設又は管理する診療所に勤務する歯科医師  

※研修医の方の取扱については、組合事務局（ 045-641-5418）までご相談ください。  

・ 第 3 種組合員  

第 1 種組合員が開設又は管理する診療所に勤務する歯科医師以外の従

業員（技工士・衛生士・助手・事務等）及び国保組合に勤務する者  

・ その他の被保険者（家族）  

組合員と同じ世帯に属する者で他の医療保険に加入していない者  

・ 後期高齢者組合員  

高齢者の医療の確保に関する法律第 50 条に規定する被保険者で、規約

第 7 条第 3 項に定める届出を行った組合員  

  ※生活保護の適用を受けている方は加入できません。  

 

 加入日…  

《組合員の加入の場合》  

① 原則として常務理事が加入の申し込みを受理した日  

② 適用除外承認を受けて加入するときは適用除外を受けようとする年月日  

（厚生年金保険加入の日）  

《家族の加入の場合》  

① 原則として常務理事が加入の申し込みを受理した日  

② 他の保険の資格喪失の日（退職日の翌日）  

③ 出生した日  

 ※75 歳以上の方は、加入することはできません。  

  ※同一世帯に市町村国保へ加入しているご家族は、包括適用となる場合があ

ります。  

 

◆  法人事業所及び従業員が常時 5 人以上の事業所…  

健康保険法第 3 条の規定により、法人事業所と従業員が常時 5 人以上の事業
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所に使用される者は協会けんぽが管轄する健康保険、厚生年金に加入が義務づ

けられています。  

  ただし、従来から当組合に加入していた組合員が法人認可を受けた場合、

又は従業員数が常時 5 人以上になった場合は、協会けんぽの「健康保険適用除

外承認」を得て、引続き当組合に加入継続が認められます。  

 

◆  「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の交付…  

  令和 6 年 12 月 2 日に、従来の被保険者証は廃止になりました。  

 交付済みの被保険者証については、令和 6 年 12 月 2 日以降も被保険者証情報

に変更がない場合、令和 7 年 9 月 30 日まで利用可能です。  

※ただし、70 歳～74 歳の方は令和 7 年 7 月 31 日まで利用可能  

 （令和 7 年 9 月 30 日までに「後期高齢者医療費制度」に移行される方は 75 歳の誕生

日の前日までとなります。）  

  令和 6 年 12 月 2 日以降に加入される方には、下記のいずれかを交付いたします。  

マイナ保険証をお持ちでない方  「資格確認書」  

マイナ保険証をお持ちの方  「資格情報のお知らせ」  

 

◆  70 歳～74 歳の方…  

 既に被保険者証が交付されている方には「高齢受給者証」、マイナ保険証をお

持ちでない方には「一部負担割合の記載のある資格確認書」、マイナ保険証をお

持ちの方には「一部負担割合の記載のある資格情報のお知らせ」を交付いたしま

す。※給付割合等については、ｐ6 をご覧ください。  

 

次のような事由が生じたときは、速やかに届出をしてください。 

 資格取得のとき 組合員本人の取得の場合「個人番号カード」等の写しを添付  

公益社団法人神奈川県歯科医師会会員とな

り加入するとき  

・資格取得届・住民票（世帯全員分）  

・預金口座振替依頼書  

従業員を加入させたい

とき  

従業員 5 人未満の

個人事業所  

・資格取得届  

・住民票（世帯全員分）  

従業員 5 人以上の

個 人 事 業 所 及 び

法人事業所  

・資格取得届  

・住民票（世帯全員分）  

・健康保険被保険者適用除外承認証の写し  

家族を加入させたい  

とき  
子 供 が 生 ま れ た

とき  

・資格取得届  ・住民票（世帯全員分）  

・出産育児一時金補助金支給申請書  

（医師又は助産師の証明が必要）  

結婚したとき  
・資格取得届  

・住民票（世帯全員分・続柄の記載のあるもの）  

他 の 健 康 保 険 等

をやめたとき  

・資格取得届  ・住民票（世帯全員分）  

・社会保険等離脱証明書又は退職証明書  

※  「個人番号カード」等の添付が無い場合は、地方公共団体情報システム機構におい  

調べさせていただくこととなります。  

※  70 歳以上 75 歳未満の方の加入の場合は、所得の証明を添付してください。  

※  外国籍の方は在留カードの写しを添付してください。  
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 喪失日…  

① 原則として届出を受理した日  

② 他の保険に加入した日の翌日（他の国保組合の場合は同日）  

③ 75 歳の誕生日の翌日（後期高齢者医療広域連合の被保険者となります）  

④ 死亡した日の翌日  

 

次のような事由が生じたときは、速やかに届出をしてください。  

 資格喪失のとき  

公益社団法人神奈川県県歯科医師会を退

会したとき  

・資格喪失届（従業員分を含む）  

・被保険者証等※（家族、従業員分を含む）  

従業員が退職したとき  
・資格喪失届  

・被保険者証等※（家族分を含む）  

死亡したとき  ・資格喪失届  ・被保険者証等※  

・葬祭費支給申請書  

・死亡診断書又は埋火葬許可証の写し 

他の健康保険等に加入したとき  ・資格喪失届  ・被保険者証等※  

・新たに加入した被保険者証等※の写し  

 変更があるとき  

住所や氏名を変更したとき  ・住所氏名変更届  

・住民票（世帯全員分）  

・被保険者証等※（変更がある方の分）  

事業所の経営形態を  

変更したとき  
法人にしたとき  

・法人事業所名変更届  

・健康保険被保険者適用除外承認証の写し 

法 人 を 解 散 し た

とき  

・法人事業所名変更届  

・解散登記簿謄本  

所属の地域歯科医師会を移動したとき  ・支部変更届  

・資格喪失届（従業員分を含む）  

・被保険者証等※（家族、従業員分を含む）  

・資格取得届（従業員分を含む）  

 その他  

被保険者証等 ※を紛失

したとき  

資 格 を 喪 失 す る

とき  

・資格喪失届  

・紛失届  

資 格 を 継 続 す る

とき  

・再交付申請書  

・住民票 (世帯全員分) 

高齢受給者証を紛失したとき  ・高齢受給者証再交付申請書  

後期高齢者組合員証を紛失したとき  ・後期高齢者組合員証再交付申請書  

 ※  被保険者証等…被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ  

  

 

国保組合に加入する場合又はやめる場合の届出書類等必要な場合は、

組合までご連絡ください。  
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（２）保険料について  

 

◆令和７年度 国民健康保険料額（前年度据え置き）  

①  医療分保険料（1 人当たり 月額）  

第 1 種組合員（事業主）  ２９，５００円  

第 2 種組合員（勤務医）  ２２，５００円  

第 3 種組合員（衛生士、助手等）  １５，５００円  

家    族  １０，０００円  

②  後期高齢者支援金分保険料（1 人当たり 月額）  

第 1 種組合員（事業主）  ８，２００円  

第 2 種組合員（勤務医）  ７，１００円  

第 3 種組合員（衛生士、助手等）  ５，６００円  

家    族  ３，８００円  

③介護分保険料  

４０歳以上６４歳までの被保険者（1 人当たり 月額）  

 ５，９００円  

④ 保健事業見合い分保険料  

  後期高齢者組合員（1 人当たり 月額）  ５，０００円  

 

・保険料は組合会（ 2 月頃）決定次第、当組合ホームページでお知らせします。  

・毎年 5 月に各事業所宛てに「保険料納入告知書」を送付して通知いたします。  

・家族の異動、組合員の新規加入により保険料の額が変更になった場合は、改めて「保険料  

納入告知書」を送付します。  

・保険料の納入方法は、当組合に加入された第 1 種組合員（事業主）から届け出のあった銀  

行口座より第 2 種組合員・第 3 種組合員・家族の保険料を含めて当該月分を翌月に引き落  

としいたします。（例） 4 月分保険料⇒ 5 月徴収  

・特別な理由（災害等）もなく、保険料を滞納された場合、給付の差し止めや被保険者証又

は資格確認書の返還、財産の差し押さえなどが行われる場合があります。  

 

◆未就学児世帯の経済的負担軽減措置について  

 基準日（１１月３０日）時点において、未就学児がいる場合、1 児につき  

１２，０００円を保険料還付金として３月に組合員本人へ振り込みます。  

 対象世帯へは、当組合より書面で１２月にお知らせをいたします。  

 

◆産前産後の保険料軽減措置について（令和５年１１月出産分より）  

 出産予定、出産された被保険者の保険料について、出産月の前月から４か月分

の保険料を免除いたします。（多胎の場合は出産月の３か月前から６か月分）  

 保険料軽減措置届出書、母子手帳表紙と予定日又は出産日が分かるページの各

コピーを当組合まで届出を行ってください。※予定日の６か月前より申請可能です。  

 ※妊娠８５日（４か月）以上の出産が対象です（死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含みます。） 
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（３）保険給付について  

 

組合員及びその家族の方の病気・けが・出産・死亡について保険給付を  

行います。保険給付の種類・内容は次のとおりです。  

 

◆ 法定給付…  

① 療養の給付  

全国の健康保険を扱う病院や診療所（医療機関等）にマイナ保険証又は  

被保険者証等を提示すれば、診療や治療に伴う費用、薬剤等の費用について

次の割合で給付を受けることができます。  

 

 
一 般 の  

被 保 険 者  

義 務 教 育  

就 学 前  

高 齢 受 給 者  

一 般  
現 役 並 み  

所 得 者  

 

 

被 保 険 者 の 

負 担 割 合 

３割  ２割  ２割※  ３割  

組 合 の 

負 担 割 合 
７割  ８割  ８割  ７割  

※高齢受給者の給付割合について  

同一世帯に属する当組合の高齢受給者のうち、1 人でも住民税課税所得額が 145 万円

以上の場合は現役並み所得者に該当し、 3 割負担となります。ただし、同一世帯に属す

る当組合の高齢受給者が 2 人以上でその収入額の合計が 520 万円未満（1 人の場合は 383

万円未満）の場合は、申請によって負担区分の再判定を受けることで一般所得者に該当

し、2 割負担となります。  

住民税課税所得額が 145 万円未満の場合、または基礎控除後の総所得金額の合計が

210 万円以下の世帯に属する方は一般所得者に該当し、2 割負担となります。  

 

 

② 入院時食事療養費  

   入院時の食事については標準負担額（食事の自己負担額）を患者の方が負

担し、残りを組合が負担します。（標準負担額は、低所得者、指定難病の患

者及び小児慢性特定疾患の患者等を除き、1 食につき 510 円となります。  
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③ 療養費  

次のような場合で、医療費等の全額を自己負担したとき、後日申請により、

診療報酬の支払い方法に準じて算出した額を原則として、口座振込により支

給します。 

 

 療養費が支給されるとき 申請に必要なもの 

１ 
加入手続中及び急病等のため、マイナ保険証

又は被保険者証等を持参できず、医療費の全

額を支払ったとき 

・国民健康保険療養費支給申請書 

・診療内容を記載した明細書(レセプト) 

・医療費の領収書 

２ 
医師の指示でコルセットなどの治療用装具

を作ったとき 

・国民健康保険療養費支給申請書 

・医師の診断書又は証明書 

・装具代の領収書 

・装具の内訳書 

３ 
柔道整復師の施術を受けた場合 
（骨折・脱臼等の場合は、応急手当を除き、医師の

同意を得なければなりません。） 

・施術所にマイナ保険証又は被保険者証等を提示して、

備え付けの療養費支給申請書の「受領代理人への委任

欄」に、原則患者本人が自筆で署名・捺印することで

施術が受けられ、給付割合による一部負担金を支払え

ばよいことになります。 

 申請書の内容（施術日数・傷病名・体の部位等）に間

違いがないか確認のうえ、署名・捺印してください。 
４ 

医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・

マッサージ師の施術を受けたとき 
（医師が治療上必要と認めた場合に限ります。） 

５ 
輸血に生血代を支払ったとき 
（親、兄弟姉妹、親族の場合は請求できません。） 

・国民健康保険療養費支給申請書 

・医師の輸血証明書 

・輸血代の領収書 

 

※後期高齢者医療該当者の方は、市区町村より給付されますので、お住まいの市

区町村の後期高齢者医療担当係へご連絡ください。 

 

 

④ 海外療養費  

  海外渡航中（療養目的の渡航を除く。）、病気やケガでやむを得ず現地の医療

機関で治療を受けたとき、療養費が支給されます。申請方法、支給方法等は「療

養費」と同様です。 

申請に必要なもの 

・国民健康保険療養費支給申請書 

外国語で作成されているときは、日本

語の翻訳文を必ず添付してください。 

・診療内容を記載した明細書 

・領収明細書 

・身分証明欄及び渡航事実が確認

できる部分のパスポートの写し 

・調査に関わる同意書 
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⑤ 移送費  

  寝たきりの状態等で移動が困難な人が、緊急その他やむを得ない理由によ

り医師の指示で転院したり、急病等で入院する場合に寝台車を使用したとき

には、後日申請により、その費用のうち審査で認められた金額を原則として、

口座振込により支給します。 

申請に必要なもの 

・国民健康保険移送費支給申請書 

・移送を必要とする医師の意見書  

・移送費用の領収書（移送区間・距離がわかるもの）           

 

※療養費、海外療養費、移送費等、申請書は組合にありますのでご連絡ください。  

医療機関等へ費用を支払った日の翌日から 2 年以内に申請してください。 

 

 

⑥ 高額療養費  

一部負担金（保険診療における自己負担額）を一定以上支払ったときには、

自己負担限度額を超えた部分について、高額療養費が支給されます。  

当組合にレセプトが届きますと該当する被保険者がわかりますので組合

員あてに申請書をお送りします。所要の事項を記入の上、必要書類（領収書

等）を添付し、申請してください。  

 

【高額療養費の自己負担限度額】  

（70 歳未満の世帯又は 70 歳未満を含む世帯全体））  

所得要件  区分  
自己負担限度額  

 多数該当  

旧ただし書所得  901 万円超  ア  252,600＋（総医療費－ 842,000）×1％  140,100 

旧ただし書所得 600 万円超～ 901 万円以下  イ  167,400＋（総医療費－ 558,000）×1％  93,000 

旧ただし書所得 210 万円超～ 600 万円以下  ウ  80,100＋（総医療費－ 267,000）×1％  44,400 

旧ただし書所得  210 万円以下  エ  57,600 44,400 

住民税非課税  オ  35,400 24,600 

 

※ 所得区分は、世帯の所得額（同一の世帯に属するすべての被保険者の方々）を合算

して決定します。  

※ 高額療養費に該当すると思われるレセプトの請求があった場合には、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、個人番号（マ

イナンバー）を用いて、所得情報を確認させていただきます。  

※ 令和７年診療分に対する所得は 4 月診療分～ 7 月診療分については令和５年分、  

8 月診療分～翌年 7 月診療分については令和６年分の所得になります。  

※ 多数該当は、直近の 12 か月間に４回以上高額療養費が支給された場合に該当と

なります。  

※ 同一診療月に複数の医療機関で自己負担額 21,000 円を超えるレセプトがあっ

た場合には、合算されます。  
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（70 歳以上～75 歳未満）  

前 期 高 齢 者（ 70 歳～ 75 歳未満）  

区    分  
個 人 単 位  

（外来のみ） 

世 帯 単 位（入院を含む）  

 多数該当  

現 役 並 み  

所 得 者  

課 税 所 得  

690 万円以上  
252,600＋（医療費－842,000）×1％ 140,100 

課 税 所 得  

380 万円以上  
167,400＋（医療費－558,000）×1％ 93,000 

課 税 所 得  

145 万円以上  
80,100＋（医療費－267,000）×1％ 44,400 

一 般  

18,000 

年間限度額  

144,000 

57,600 44,400 

低 所 得 Ⅱ  8,000 24,600 －  

低 所 得 Ⅰ  8,000 15,000 －  

 前期高齢者  70 歳から 75 歳未満の被保険者の方  

 現役並み所得者  課税所得が 145 万円以上の者  

 低所得Ⅱ  住民税非課税世帯に属する者  

 低所得Ⅰ  住民税非課税世帯で、世帯員の各所得がいずれも 0 円である者 

 一  般  上記以外の者  

 多数該当  直近の 12 か月間に４回以上高額療養費が支給された場合  

年間限度額  個人における外来分について、自己負担額が年間 144,000

円を超える部分を支給  

 

⑦ 出産育児一時金  

   当組合に加入している被保険者（組合員又は家族）が出産した場合（妊娠

4 か月以上の死産・流産の場合を含む。）、１児につき５００，０００円を支

給します。  

   ただし、健康保険等の被保険者（本人）期間が 1 年以上あり、会社等を退

職して 6 か月以内に出産した場合は、以前に加入されていた健康保険等から

支給される場合がございますので、ご確認ください。  

 

※ 直接払い制度を利用しない場合は、当組合までご連絡ください。  

※ 医師等の証明に係る手数料については自己負担となります。  
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⑧ 葬祭費  

被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方に次の区分により葬祭費を支給

します。  

第 1 種組合員  ２００，０００円  

第 2 種組合員  １５０，０００円  

第 3 種組合員  １００，０００円  

家    族  １００，０００円  

※ 申請書が必要なときは、組合までご連絡ください。  

 

◆ 任意給付…  

さらに、当組合は規約で定めるところにより、傷病手当金の制度を設け、組

合員の方の経済的な負担の軽減を図っております。  

① 傷病手当金  

組合員が資格取得後 6 か月を経過し、傷病のため入院した場合に同一年度

内（4 月 1 日～翌年 3 月 31 日）に 180 日を限度に支給されます。  

１日当たりの額は次のとおりです。  

第 1 種組合員  ５，０００円  

第 2 種組合員  ４，０００円  

第 3 種組合員  ３，０００円  

  ※  申請書については、レセプトが組合に届いてから該当者にお送りいたし

ます。  

◆ 給付の制限…  

 次のような場合は、保険給付の全部又は一部について給付することができ

ません。  

・ 故意に病気やけがをしたとき  

・ けんか、泥酔など著しい不行跡による病気やけが  

・ 正当な理由なしに医師の指示に従わなかったり、保険者の診断等を拒ん

だとき  

◆ 歯科の給付制限…  

   歯科診療については、次のとおりとなっております。  

○ 自家診療（同一法人内及び系列の歯科医院における診療も含む）及び

自家診療に伴う処方箋の発行については、すべて保険給付の対象とは

なりません。  

※自家診療とは・・・第 1 種組合員とその家族及び当国保組合に加入する

従業員とその家族の自家においての診療  

 

○ その他の歯科医院での診療はすべて給付します。  
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◆ 医療費通知（「医療費のお知らせ」）の送付…  

  組合員やご家族の方がかかった医療費を把握いただくために、医療費通知  

（「医療費のお知らせ」）を年２回お届けいたします。  

    

原則は下記のとおり、ご自宅に送付いたしますのでご確認ください。  

 

  第 1 回（ 1 月診療～11 月診療）⇒翌年 1 月末頃に送付  

  第 2 回（12 月診療）      ⇒翌年 2 月末頃に送付 

※送付スケジュールに変更があった場合は当国保組合のホームページでお知らせいたします。 

 

＜ 医 療 費 通 知 の 活 用 に つ い て ＞  

 医療費通知は確定申告における医療費控除の申告手続きにご活用いただけます。詳しくは

国税庁のホームページにてご確認いただくか、お近くの税務署にお問合せください。  

 

 

 交通事故等にあった時…  

  交通事故や暴力行為など第三者の行為によってけがや病気になったときは、

加害者が治療費を負担するのが原則ですが、組合が承認すれば国民健康保険を

使用し、診療を受けることができます。このような場合は必ず当組合にご連絡

ください。  

国民健康保険で診療を受けた場合、医療費は組合から医療機関に支払われま

すが、これは一時立替えたものであり、後日加害者又は保険会社にその分を請

求することになります。  

（示談を結ぶ前にご連絡を !!）  

組合に届出る前に加害者と示談を結んでしまうとその内容によっては、あと

で組合が加害者に対する請求権が失われるような場合が生じます。示談を結ぶ

前に必ず組合に連絡してください。  

 

 

 通勤中や勤務中の事故やけがについて…  

  通勤中や勤務中の事故やけが等の疾病については、その治療費等は労災保険

（労働者災害補償保険）から支払われることになります。  

もし組合の国民健康保険を使用して治療を受けた場合、組合は受診者や労災

保険に対し支払った医療費の返還を求めることになりますので、組合までご連

絡ください。  
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（４）保健事業について  

 

組合員とその家族の皆様の健康保持・増進のため、次のような保健事業を

行っております。 

 

◆ 疾病予防に対する健診費用の補助… 

 

 ①特定健康診査・特定保健指導 

 法律により医療費適正化対策として、メタボリックシンドローム（内臓脂肪

症候群）に着目した、健診・保健指導が行われます。  

対象者の方は原則として年度に１回受診いただくようになります。一部負担

金はありませんので、ご協力お願いいたします。  

 

 
対象者  

「受診券 (セット券 )」と  

「利用券」  
受診方法  

特

定

健

康

診

査  

4 月 1 日現在組合に加

入している方で、年度  

内に 40 歳～75 歳未満

の組合員及び家族の

方で、年度内に被保険

者資格を有する方。  

健診には必ず「受診券 (セ

ット券 )」が必要となります。 

年度内にご自宅へ送付い

たしますので、有効期限まで

に受診してください。  

※今年度に 75 歳を迎える方

は誕生日の前日までに受診

してください。  

○特定健康診査のみ受診する 

最寄りの実施機関で受診して

ください。  

○人間ドック又は健康診断を受

診する時に併せて受診する（※1） 

当組合と契約の人間ドック等

契約施設で受診してください。 

※1 契約施設以外で受診する場

合は併用できません。  

特

定

保

健

指

導  

特定健康診査を受診

され、メタボリックシ

ンドロームかその予

備群と判定され方の

うち、保健指導の必要

があると判断された

方。  

【健診の当日に 

保健指導を受ける場合】  

「受診券 (セット券 )」で受診で

きます。 

当組合と契約のある特定保

健指導実施機関で受診できま

す。健診施設が健診当日に保健

指導を行っていない場合や、ご

都合等により健診の当日に受

診できない場合は、後日「利用

券」を送付する際に同封いたし

ますご案内をご覧頂き、ご受診

ください。  

【後日に 

保健指導を受ける場合】 

「該当の方にはご自宅に特定保

健指導「利用券」を送付いたし

ますので、有効期限までにご受

診ください。  

※  特 定 健 康 診 査 を 人 間 ド ッ ク 又 は 健 康 診 断 と 併 せ て 受 診 す る 場 合 、          

特定健康診査部分について一部負担金はありませんが、人間ドックについては健診費

用から人間ドック補助金額を差し引いた残りの金額が人間ドック健診費用の自己負担

金となります。  
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② 人間ドック 
 

３５歳から７５歳未満までの組合員及び家族の方、後期高齢者組合員の方を

対象に次のとおり補助があります。 

 区 分  補助の回数 補助金額 

35
歳
以
上
の
方 

特定健康診査を含む場合  
（ 40 歳～ 75 歳未満までの方）  

同一年度内に 1 回まで  
（ 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日） 

・組合員  40,000 円以内  

・家  族  30,000 円以内  

 

特定健康診査を含まない場合  

 

※  人間ドックと健康診断はどちらか一方の補助となります。  

＜受診方法＞  

※４０歳～７５歳未満までの方で、当組合の人間ドック等契約施設で受診した場合は、  

特定健康診査を併せて受診できますのでご活用ください。  

区分  

契約施設で受診する場合（施設一覧は P20～P21）  

特定健康診査を含む場合  
（４０歳～７５歳未満の方）  

特定健康診査を含まない場合  
（特定健康診査対象外の方及び後期高齢者組合員の方） 

申し込み  

 

各契約施設へ直接申し込みいただき、  

その際、以下の事を申し出てください。  

 

1・当組合に加入している旨  

2・特定健康診査も併用で受診したい旨  

3・住所・氏名・電話番号  

4・受診希望日  

 

各契約施設へ直接申し込みいただき、  

その際、以下の事を申し出てください。  

 

1・当組合に加入している旨  

2・住所・氏名・電話番号  

3・受診希望日  

 

健診当日に  

持参するもの  

1・特定健康診査受診券（セット券）  

2・被保険者証、マイナ保険証 +資格情報の  

お知らせ、資格確認書  

3・人間ドック等健診補助金支給申請書  ※  

4・施設で指示のあったもの  

1・被保険者証、マイナ保険証 +資格情報のお知ら

せ、資格確認書又は後期高齢者組合員証  

2・人間ドック等健診補助金支給申請書  ※  

3・施設で指示のあったもの  

※  補助金申請書は事前に施設より送付又は当日お渡しします。  

健診当日の  

自己負担金額  

健診料金から補助金額を差し引いた残りの額及び追加で検査を実施された場合の  

費用を窓口にてお支払ください。  

 

契約施設以外で受診する場合  

申し込み、  

持参するもの  

日本人間ドック学会の検査項目が必須項目となります。すべて含まれているか確認の上  

お申し込みいただき、当日持参するもの等については、受診施設の指示に従ってください。 

健診当日の  

自己負担金額  

健診料金全額  

（後日組合へ申請いただき、補助金額を指定の口座へお振込みいたします。）  

補助金の申請に

必要なもの  

・人間ドック補助金支給申請書（申請書は組合にありますのでご連絡ください。）  

 ・領収証  

 ・検査結果表（写）  

 ・質問票（ 40 歳～ 75 歳未満の特定健康診査対象者のみ）  

 ※ 40 歳～ 75 歳未満の方は特定健康診査の対象となりますが、人間ドックに検査項目が含まれ    

  ておりますので、人間ドックの検査結果表と質問票をご提出いただくことにより特定健康      

  診査の受診に代えさせていただきます。  

・特定健康診査対象外の方  

・後期高齢者組合員の方  
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③ 健康診断  
 

契約している施設と契約施設以外の施設で、労働安全衛生規則で定められ

た項目に準じた健診を受診した場合に次のとおり補助があります。  

す
べ
て
の
被
保
険
者 

区 分  補助の回数 補助金額 

特定健康診査を含む場合  
（ 40 歳～ 75 歳未満までの方）  

同一年度内に  

1 回まで  

 
（ 4 月 1 日～  

    翌年 3 月 31 日）  

 

 

契約施設で  

受診した場合  

 

 

 

健診費用全額  

 

 

契約施設外で  

受診した場合  

 

 

 

10,000 円以内  

 

特定健康診査を含まない場合  

 

※  人間ドックと健康診断はどちらか一方の補助となります。  

 

＜受診方法＞  

※４０歳～７５歳未満までの方で、当組合の人間ドック等契約施設で受診した場合は、  

特定健康診査を併せて受診できますのでご活用ください。  

区分  

契約施設で受診する場合（施設一覧は P20～P21）  

特定健康診査を含む場合  
（４０歳～７５歳未満の方）  

特定健康診査を含まない場合  
（特定健康診査対象外の方及び後期高齢者組合員の方） 

申し込み  

 

各契約施設へ直接申し込みいただき、  

その際、以下の事を申し出てください。  

 

1・当組合に加入している旨  

2・特定健康診査も併用で受診したい旨  

3・住所・氏名・電話番号  

4・受診希望日  

 

各契約施設へ直接申し込みいただき、  

その際、以下の事を申し出てください。  

 

1・当組合に加入している旨  

2・住所・氏名・電話番号  

3・受診希望日  

 

健診当日に  

持参するもの  

1・特定健康診査受診券（セット券）  

2・被保険者証、マイナ保険証 +資格情報の  

お知らせ、資格確認書  

3・人間ドック等健診補助金支給申請書  ※  

4・施設で指示のあったもの  

1・被保険者証、マイナ保険証 +資格情報のお知ら

せ、資格確認書又は後期高齢者組合員証  

2・人間ドック等健診補助金支給申請書  ※  

3・施設で指示のあったもの  

※  補助金申請書は事前に施設より送付又は当日お渡しします。  

健診当日の  

自己負担金額  

一部負担金なし  

（ただし、追加で検査を実施された場合の費用は窓口にてお支払ください。）  

 

契約施設以外で受診する場合 

申し込み、  

持参するもの  
「労働安全衛生規則に準ずる検査項目」で受診する旨を申し出ていただき、  

その他、当日持参するもの等については、受診施設の指示に従ってください。  

健診当日の  

自己負担金額  

健診料金全額  

（後日組合へ申請いただき、補助金額を指定の口座へお振込みいたします。）  

補 助 金 の 申 請

に必要なもの  

・健康診断補助金支給申請書（申請書は組合にありますのでご連絡ください。）  

 ・領収証  

 ・検査結果表（写）  

 ・質問票（ 40 歳～ 75 歳未満の特定健康診査対象者のみ）  

 ※ 40 歳～ 75 歳未満の方は特定健康診査の対象となりますが、健康診断に検査項目が含まれ    

  ておりますので、健康診断の検査結果表と質問票をご提出いただくことにより特定健康     

診査の受診に代えさせていただきます。  

・４０歳未満の被保険者の方  

・後期高齢者組合員の方  
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④ オプションがん検診 ＊補助内容、検診の種類や内容については次のとおりです。  

同一年度内（ 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日）１回、当組合の人間ドック等契約施設において  

「特定健康診査」「人間ドック」「健康診断」のいずれかの健診を受診された場合に限り、 

そのオプション検査としてがん検診の補助があります。  

 

がん検診の種類  がん検診の内容  受診について（施設一覧は P20～P21）  

１子宮がん検診  内診及び頸部細胞診  

□  人間ドック等契約施設で、「特定健康診査」「人間ドック」 

  「健康診断」のいずれかの健診を予約する際に、がん検診

も併せて受診したい旨を申し出てください。  

□  左記の検診についての費用負担はありません。  

□  施設や健診の項目によっては、受診できるがん検診の  

種類が異なりますので事前にご確認ください。  

２乳がん検診  
マンモグラフィ又は  

エコーどちらか一方  

３大腸がん検診  便潜血法  

４前立腺がん検診  腫瘍マーカーＰＳＡ  

５肺がん検診  喀痰検査及び胸部Ｘ線  

※「特定健康診査・人間ドック・健康診断」のいずれかの健診を、契約施設以外で 

受診された場合のオプションのがん検診については補助の支給対象となりません。 

 

＜契約施設以外で受診される方へのお願い＞  

※ 契約施設以外で受診された場合、検査の内容によっては補助金の支給対象になら  

ない場合もございます。受診される前に一度、組合までご相談ください。  

※ 申請書は組合にありますのでご連絡ください。  

※ 健診を実施した日の翌日から 2 年以内に申請してください。  

※ 健診結果表等は、データヘルス計画や今後の保健事業の推進のため活用させて  

 いただきますので、ご提出についてご理解のほどお願い申し上げます。  

 

◆ データヘルス計画 

 レセプトや健診等のデータを分析・活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的な健

康増進事業を展開するためにデータヘルス計画を策定し、実施しております。  

 第３期は令和 6 年度から令和 11 年度までの 6 年間となります。  
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◆ ワクチン接種費用の補助…補助の回数は同一年度に 1 回まで。 

すべての被保険者（組合員・家族）及び後期高齢者組合員の方を対象に、次の補助

を行っております。  

 最終実施日の翌日から 2 年以内に申請してください。  

 

補助金 補助金額  申請に必要な書類 

Ｂ型肝炎 

・事前検査  (HBs 抗原・抗体の両方の検査実施分 )   ２，５００円以内  

・事前検査後のワクチン接種        １０，０００円以内  

・事後検査                     ２，５００円以内  
 

【注意事項】  

・事前検査は必須です。  

・ HBs 抗原・抗体検査は必ず自費で実施してください。  

・ワクチン接種や事後検査を実施する場合はすべて終了後に  

 ご申請ください。  

・Ｂ型肝炎補助金  

支給申請書  

・領収証  

インフルエンザ 
・年齢・接種回数にかかわらず        

１回２，０００円以内×接種回数分  

・インフルエンザ  

補助金支給申請書 

・領収証  

帯状疱疹  

・ワクチンの種類・接種回数・年度にかかわらず  

１回限り  ５，０００円以内  

 

【注意事項】  

①と②両方に該当する方  

 

①  令和５年４月１日以降に予防接種を受けた方  

②  接種日において満５０歳以上の方  

・帯状疱疹ワクチン  

補助金申請書  

・領収証  

 

 

◆ 健康増進施設…  

組合員とご家族の方の健康保持・増進のため、次の施設と契約を結び割引  

の利用料でご利用いただけます。  

 

割引利用券は当組合に加入している者に限り有効ですのでご希望の方は、

組合までご連絡ください。必要枚数をお送りします。  

大磯ロングビーチ・東京サマーランド・よみうりランド・箱根湯寮・東京

デイズニーリゾート（東京デイズニーランド・東京デイズニーシー）・八景島

シーパラダイス・マクセルアクアパーク品川・仙台うみの杜水族館・上越市

立水族博物館うみがたり・西武園ゆうえんち  
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◆ その他…  

① 健康家庭の褒賞  

１年間（3 月 1 日～2 月末日）、組合員及び家族の方が病気等による医療

給付を受けなかった世帯に対し、記念品をお送りします。（後期高齢者組

合員の世帯は含みません。）  

② 健康図書の配布  

年 1 回健康に関する冊子を事業所にお送りします。適切な冊子が無い場

合は休止いたします。  

出産により新生児が加入される世帯に、1 年間冊子「赤ちゃんと！」を

お送りします。  

 ③ 保養施設の利用  

    各地のホテルや旅館等と保養所契約をしております。  

ご予約の際は、施設に直接ご連絡いただき、当国保組合に加入している旨

を申し出てください。  

 ※詳しくは当国保組合のホームページ（https://sikakokuho-kanagawa.or.jp/）を  

ご覧ください。  

ホームページアクセスはこちらから⇒  

 

 

  全国  

   プリンスホテル ℡0120-33-8686 又は 0570-02-8686（予約センター）  

    全国のプリンスホテルが特別料金で利用できます。  

    プリンスホテルご優待プラン：当国保組合のホームページをご覧ください。  

   

 

  栃木県  

ホテルサンバレー那須 ℡0287-76-3800 特別料金  

 

    

  静岡県  

  伊豆長岡 ホテルサンバレー富士見  ℡055-947-3100 特別料金  

  伊豆長岡 ホテルサンバレー伊豆長岡 ℡055-948-3800 特別料金  

  浜 松  グランドホテル浜松    ℡053-452-2114 特別料金  

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

◆ 後期高齢者組合員保健事業…  

①  入院手当金  

  後期高齢者組合員が入院された時は、ご本人の申請により入院 1 日につき

５，０００円を、同一年度内（4 月 1 日～翌年 3 月 31 日）に 180 日を限度

に支給されます。ただし、課税の対象となります。  

  ※申請書が必要なときは、組合までご連絡ください。  

 

②  死亡見舞金  

  後期高齢者組合員が死亡した場合、１００，０００円が支給されます。  

  ※申請書が必要なときは、組合までご連絡ください。  

 

  書類などの提出や手続きについて疑問のことがございましたら遠慮なく事

務局までお問い合わせてください。※一部の申請書等は、当組合ホームページ

よりダウンロードすることが可能です。（https://sikakokuho-kanagawa.or.jp/）  

受付時間は土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除いて午前９時３０分から午後

５時３０分までです。  

  また、当組合では「個人情報保護規程」を定め、より一層、個人情報保護に

ついて努めてまいります。個人情報の主な利用目的はｐ19 をご覧ください。  

 

当組合のホームページでは最新の情報を掲載しております。 

 

・医療費通知や保険料領収証の発送時期  

・保険料の改定情報  

・契約健診施設の情報  

・各種お手続きのご案内  など 

 

ホームページへのアクセスは下記の二次元コードから可能です 
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国保組合の通常の業務で想定される個人情報の主な利用目的 

 

１．被保険者に対する保険給付に必要な利用目的  

［国保組合の内部での利用に係る事例］  

・被保険者資格の確認  

 ・組合員の世帯に属する者（家族）の確認  

 ・の発行  

・療養の給付及び付加給付  

［他の事業者等への情報提供を伴う事例］  

・被保険者適用処理に伴うデータ処理委託  

・高額療養費、療養付加金支給に伴うデータ処理委託  

・第三者行為に係る国保団体連合会への求償事務委託  

２．保険料の徴収等に必要な利用目的  

［国保組合の内部での利用に係る事例］  

・保険料の納付通知  

 ・保険料の徴収  

［他の事業者等への情報提供を伴う事例］  

 ・納入告知書の作成に伴うデータ処理委託  

・銀行口座引落しに伴うデータ処理委託  

３．保健事業に必要な利用目的  

［国保組合の内部での利用に係る事例］  

・健康の保持・増進のための健診  

 ・健診結果の分析と保健指導  

 ・補助金の支給事務  

［他の事業者等への情報提供を伴う事例］  

・医療機関への健診の委託  

４．診療報酬の審査・支払に必要な利用目的  

［国保組合の内部での利用に係る事例］  

 ・診療報酬明細書（レセプト）等の内容点検・審査  

［他の事業者等への情報提供を伴う事例］  

 ・レセプトデータの内容点検・審査の委託  

・レセプトデータの電算処理のための入力、画像取込み処理の委託  

５．国保組合の運営の安定化に必要な利用目的  

［国保組合の内部での利用に係る事例］  

 ・医療費分析・疾病予防  

［他の事業者等への情報提供を伴う事例］  

・医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の委託  

６．その他［国保組合の内部での利用に係る事例］  

・国保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料  

 



契約施設健診内容等一覧表  (令和7年4月）

子宮 前立腺 大腸 肺

頸部細胞診
マンモ

グラフィ-
エコー

（超音波検査）
ＰＳＡ検査 便潜血法

胸部Ｘ線
（+喀痰）

1 ＰＬ東京健康管理センター

2 公益財団法人　神奈川県予防医学協会 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ふれあい横浜ホスピタル健康管理センター ◎ ○ ○

4 医療法人社団優和会　湘南健診クリニック　ココットさくら館 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 医療法人恵仁会　松島病院

6 横浜東口クリニック ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 医療法人財団コンフォート　コンフォート横浜健診センター ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 医療法人城見会　アムスランドマーククリニック

9 医療法人社団相和会　みなとみらいメディカルスクエア

10 横浜リーフみなとみらい健診クリニック ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 医療法人社団シュアネス　上大岡総合健診センター ◎ ○ ○

12 京浜健診クリニック ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 一般財団法人　神奈川県労働衛生福祉協会 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 横浜保土ヶ谷中央病院 ◎ ○ ○ ○ ○ ○

15 横浜鶴ヶ峰病院総合健診センター ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 医療法人横浜平成会　平成横浜病院　総合健診センター

17 戸塚共立メディカルサテライト健診センター ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 医療法人社団相和会　横浜総合健診センター

19 神奈川歯科大学附属　横浜研修センター・横浜クリニック ◎ ○ ○ ○

20 総合健診クリニックＭＥＤＯＣ（メドック）　横浜日吉健診センター ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 新横浜メディカルサテライト健診センター ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 医療法人社団三喜会　横浜新緑総合病院　人間ドック・健診センター ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 医療法人社団新東京石心会　横浜石心会病院 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 医療法人社団緑成会　横浜総合病院附属　あざみ野健診クリニック ◎ ○ ○ ○

25 国家公務員共済組合連合会　横浜栄共済病院　健康医学センター ◎ ○ ○ ○ ○ ○

26 社会福祉法人　親善福祉協会　国際親善総合病院　

27 アルファメディック・クリニック

28 川崎健診クリニック　 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 医療法人社団葵会　AOI国際病院健康管理センター ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 関東労災病院 健康診断部

31 聖マリアンナ医科大学病院　健康診断センター

32 医療法人社団優和会　湘南健診クリニック　湘南健康管理センター ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33 衣笠病院　健康管理センター ◎ ○ ○ ○ ○ ○

34 神奈川歯科大学附属病院 ◎ 〇 〇 〇

35 公益財団法人　逗葉地域医療センター ◎ ○ ○ ○

36 医療法人社団康心会　湘南健康管理センター ◎ ○ ○ ○ ○ ○

37 大船中央病院　健康管理センター ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38 藤沢市保健医療センター ◎

39 ライフメディカル健診プラザ　 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 公益財団法人佐々木研究所附属　湘南健診センター

41 倉田会メディカルサポートクリニック ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 医療法人　小林病院

43 医療法人　小田原博信会　小田原銀座クリニック ◎ ○ ○ ○ ○

44 医療法人財団報徳会　西湘病院　健康管理センター ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45 一般財団法人　ヘルス・サイエンス・センター

46 医療法人社団相和会　産業健診センター

47 医療法人社団相和会　健診ステーションさがみはら

48 ＪＡ神奈川県厚生連　健康管理センターさがみはら

49 ＪＡ神奈川県厚生連　健康管理センターあつぎ

50 東名厚木メディカルサテライトクリニック ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

51 医療法人沖縄徳州会　湘南厚木病院　健康増進センター ◎

52 仁厚会病院　健康管理室 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

53 公益財団法人　健康予防医学財団　ヘルスケアクリニック厚木 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

54 医療法人　杏林会　八木病院 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

55 東海大学医学部付属病院　健診センター

56 カラダテラス海老名 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

No 契約施設

特定健康診査

単独

がん検診（オプション検査）

乳（※１）
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子宮 前立腺 子宮 前立腺 大腸

頸部細胞診
マンモ
グラフィ-

エコー
（超音波検査）

ＰＳＡ検査 頸部細胞診
マンモ
グラフィ-

エコー
（超音波検査）

ＰＳＡ検査 便潜血法

◎ ○ ○ ドックに含む ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ドックに含む ◎ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

△ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ドックに含む ◎ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ドックに含む ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ドックに含む ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ◎ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ドックに含む ◎ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ △

◎ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ドックに含む ◎ 〇 〇

◎ ○ ○ ドックに含む ◎ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ドックに含む ◎ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ドックに含む ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎

◎ ○ ○ ○ ドックに含む ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ドックに含む ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ドックに含む ドックに含む ◎ ○ ○ ○2　ドックに含まれますがマンモグラフィーかエコーの選択制

◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ドックに含む ◎ ○ ○3 ○ ○ ○ 〇3　マンモグラフィーは30歳以上の方対象

◎ ○ ○ ○ ドックに含む ◎ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○

◎ ○4 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○4　婦人科健診（子宮頸部細胞診）は
　　 申し込み時に選択すると健診料金に含まれます

※１　乳がん検診補助について・・・マンモグラフィー又はエコー（超音波検査)は、同一年度に1回どちらか一方の補助。

人間ドック 健康診断

備　考

○2

特定健診併用

がん検診（オプション検査）

特定健診併用

がん検診（オプション検査）

乳（※１） 乳（※１）

最新の契約施設情報は
上記二次元コードより
ご確認ください。

　

「
ド

ッ
ク
に
含
む

」
・
・
・
人
間
ド

ッ
ク
の
項
目
に
含
ま
れ
て
い
ま
す

。

　

「
／

」
・
・
・
斜
線
部
分
は
実
施
が
あ
り
ま
せ
ん

。

　

「
△

」
・
・
・
特
定
健
診
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん

。

　

「
○

」
・
・
・
各
健
診
の
オ
プ
シ

ョ
ン
と
し
て

、
が
ん
検
診
を
受
診
出
来
ま
す

。

　

「
◎

」
・
・
・
単
独
・
人
間
ド

ッ
ク
・
健
康
診
断
に
特
定
健
康
診
査
が
含
ま
れ
ま
す

。
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令和7年4月

No 契約施設名 〒 所在地 電話番号

1 ＰＬ東京健康管理センター 150-0047 東京都渋谷区神山町17-8 03-3469-1163

2 公益財団法人　神奈川県予防医学協会 231-0021 横浜市中区日本大通58　日本大通ﾋﾞﾙ
人間ドック：045-641-8502
   健　診　：045-641-8503

3 ふれあい横浜ホスピタル健康管理センター 231-0031 横浜市中区万代町2-3-3 045-662-2489

4 医療法人優和会　湘南健診クリニック　ココットさくら館 231-0062 横浜市中区桜木町1丁目1-7　ヒューリックみなとみらい13階 0120-954-223
(予約番号）

5 医療法人恵仁会　松島病院 220-0041 横浜市西区戸部本町9-11 045-321-7311

6 横浜東口クリニック 220-0011 横浜市西区高島2-19-12　ｽｶｲﾋﾞﾙ17F 045-453-3366

7 医療法人財団コンフォート　コンフォート横浜健診センター 220-0023 横浜市西区平沼2-8-25 045-313-8080

8 医療法人城見会　アムスランドマーククリニック 220-8107 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ7F 045-222-5588

9 医療法人社団相和会　みなとみらいメディカルスクエア 220-0012 横浜市西区みなとみらい3-6-3　MMﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ2F 045-228-2000

10 横浜リーフみなとみらい健診クリニック 220-0012 横浜市西区みなとみらい4-6-5　リーフみなとみらい11階 045-651-1572

11 医療法人社団シュアネス　上大岡総合健診センター 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-13-18 045-845-5543

12 京浜健診クリニック 236-0026 横浜市金沢区柳町3-9 045-782-3222

13 一般財団法人　神奈川県労働衛生福祉協会 240-0003 横浜市保土ケ谷区天王町2-44-9
人間ドック：045-333-8711
各種検診：045-335-6901

14 横浜保土ケ谷中央病院 240-0066 横浜市保土ケ谷区釜台町43-１ 045-331-1251

15 横浜鶴ヶ峰病院総合健診センター 241-0011 横浜市旭区川島町1764 045-370-5270

16 医療法人横浜平成会　平成横浜病院　総合健診センター 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町550 045-860-1888

17 戸塚共立メディカルサテライト健診センター 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3970-5 0120-733-153

18 医療法人社団相和会　横浜総合健診センター 221-0056 横浜市神奈川区金港町3-1　コンカード横浜20F 045-461-1230

19 神奈川歯科大学附属　横浜研修センター・横浜クリニック 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6 045-313-5047

20 総合健診クリニックＭＥＤＯＣ（メドック）　横浜日吉健診センター 223-0061 横浜市港北区日吉2-9-3 045-565-0752

21 新横浜メディカルサテライト健診センター 222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-11　金子第一ビル４F 045-471-3855

22 医療法人社団三喜会　横浜新緑総合病院　人間ドック・健診センター 226-0025 横浜市緑区十日市場町1726-7 045-984-3003

23 医療法人社団新東京石心会　横浜石心会病院 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町21-1 045-581-6791

24 医療法人社団緑成会　横浜総合病院附属　あざみ野健診クリニック 225-0011 横浜市青葉区あざみ野2-2-9　あざみ野第3ビル4F 045-522-6300

25 国家公務員共済組合連合会　横浜栄共済病院　健康医学センター 247-8581 横浜市栄区桂町132番地 045-895-8370

26 社会福祉法人　親善福祉協会　国際親善総合病院 245-0006 横浜市泉区西が岡1-28-1 045-813-0221

27 アルファメディック・クリニック 212-0013 川崎市幸区堀川町580-16　川崎テックセンター8F

28 川崎健診クリニック 210-0007 川崎市川崎区駅前本町10-5　クリエ川崎8F

29 医療法人社団葵会　AOI国際病院健康管理センター 210-0822 川崎市川崎区田町2-9-1 4F 044-277-5762

30 関東労災病院　健康診断部 211-8510 川崎市中原区木月住吉町1番1号 044-434-6333

31 聖マリアンナ医科大学病院　健康診断センター 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1 044-977-8111

32 医療法人社団優和会　湘南健診クリニック　湘南健康管理センター 237-0063 横須賀市追浜東町3丁目53番12号 046-867-2876

33 衣笠病院　健康管理センター 238-8588 横須賀市小矢部2-23-1 046-852-1116

34 神奈川歯科大学附属病院 238-8570 横須賀市小川町1番地23 046-822-8810

35 公益財団法人　逗葉地域医療センター 249-0003 逗子市池子字桟敷戸1892-6 046-873-7752

36 医療法人社団康心会　湘南健康管理センター 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3 0467-86-6570

37 大船中央病院　健康管理センター 247-0056 鎌倉市大船6-2-24 0467-47-7761

38 藤沢市保健医療センター 251-0861 藤沢市大庭5527-1 0466-88-7305

39 ライフメディカル健診プラザ 252-0807 藤沢市下土棚467-10　Ｍ・Ｓ・Ｃメディカルビル 0570-099-200

40 公益財団法人佐々木研究所附属　湘南健診センター 254-0034 平塚市宝町10-4 0463-21-3811

41 倉田会メディカルサポートクリニック 254-0014 平塚市四之宮2-7-8 0463-27-1011

42 医療法人　小林病院 250-0011 小田原市栄町1-14-18 0465-22-3161

43 医療法人小田原博信会　小田原銀座クリニック 250-0011 小田原市栄町2-12-1 0465-21-5557

44 医療法人財団報徳会　西湘病院　健康管理センター 250-0001 小田原市扇町1-16-35 0465-35-5787

45 一般財団法人　ヘルス・サイエンス・センター 252-0303 相模原市南区相模大野3-3-2-401　ボーノ相模大野サウスモール4F 042-740-6200

46 医療法人社団相和会　産業健診センター 252-0232 相模原市中央区矢部4-10-13 042-756-2666

47 医療法人社団相和会　健診ステーションさがみはら 252-0344 相模原市南区古淵3-9-19 042-753-3301

48 ＪＡ神奈川県厚生連　健康管理センターさがみはら 252-0143 相模原市緑区橋本6-1-14　ザ・ハシモトタワー4F 

49 ＪＡ神奈川県厚生連　健康管理センターあつぎ 243-0022 厚木市酒井3132

50 東名厚木メディカルサテライトクリニック 243-0034 厚木市船子224 046-229-1937

51 医療法人徳洲会　湘南厚木病院　健康増進センター 243-8551 厚木市温水118-1 046-223-7815

52 仁厚会病院　健康管理室 243-0018 厚木市中町3-8-11 046-221-5979

53 公益財団法人　健康予防医学財団　ヘルスケアクリニック厚木 243-0014 厚木市旭町1-25-1　本厚木ミハラス3階 046-227-1131

54 医療法人　杏林会　八木病院 257-0035 秦野市本町1-3-1 0463-81-1666

55 東海大学医学部付属病院　健診センター 259-1193 伊勢原市下糟屋143 0463-93-1121

56 カラダテラス海老名 243-0438 海老名市めぐみ町3番1号　ViNA GARDENS PERCH 7F 046-292-1311

契約施設連絡先一覧表

044-511-6116

046-229-3731
（問合せ・予約番号）
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